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業務職員等の給与等の見直しに向けた取組方針 

 

 この取組方針は、「技能労務職員等の給与等の総合的な点検の実施について」（平成１９年７月６日付け総務省自治行政局公務部長通知）

及び「技能労務職員等の給与等の見直しに向けた取組方針について」（平成１９年７月６日付け総務省自治行政局公務部給与能率推進室事

務連絡）に基づき、本市の業務職員等の給与等の見直しに向けた取組方針を策定したものです。 

 

[１] 業務職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成２８年４月１日現在） 
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その他給与に関する事項（給料表、手当、昇給基準等）等 

ア 給料表 

 業務職員給料表（熊本市業務職員の給与に関する規則別表第1）を適用しています。 

  

イ 手当 

 業務職員等に支給している手当は、職員の家族の状況や勤務実績など個々の職員の状況に応じ、扶養手当、住居手当、通勤手当、特

殊勤務手当、特地勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当となって

います。 

 

ウ 昇給基準 

業務職員等の昇給は、毎年１月１日に、前１年間の勤務成績に応じて、４号給を標準として昇給します。ただし、５７歳を超える場

合は昇給しないことを標準とします。 
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[２] 基本的な考え方及び今後の取り組み 

 業務職員等の給料水準や諸手当については、次のとおり見直しを実施してきたところです。 

業務職員等の給与制度のあり方については、国や他都市、民間との均衡を考慮しながら、本市を取り巻く環境や社会情勢なども踏まえて、

今後も継続して点検・見直しを行っていきます。 

 

＜これまでの主な取り組み＞ 

①退職時の特別昇給制度の廃止（Ｈ１７年度） 

②給与構造見直しに伴い給料水準の４．８％引き下げ（Ｈ１８年度） 

③枠外昇給制度の廃止（Ｈ１８年度） 

④５５歳昇給抑制制度（国家公務員は５７歳）を導入（Ｈ１８年度） 

⑤特殊勤務手当の見直し（廃止や額の引下げ）を実施（Ｈ１７、１８年度） 

⑥業務職員給料表を新設し、更に給料水準の１．４％引き下げを実施（Ｈ１９年度） 

⑦平成２２年１月昇給期において、昇給１号抑制措置実施（Ｈ２１年度） 

⑧平成２３年１月及び平成２４年１月昇給期において、それぞれ昇給２号抑制措置実施（Ｈ２２年度） 

⑨自宅に係る住居手当段階的減額（Ｈ２２～２４年度） 

⑩業務職員給料表・初任給等を見直し、給料水準の８．６％引き下げ等を実施（Ｈ２３年度）。 

⑪給与の臨時特例減額（給与カット）（Ｈ２５年度） 

⑫自宅に係る住居手当廃止（Ｈ２６年度） 

⑬給与構造見直しに伴う現給保障措置の段階的廃止（Ｈ２７～２９年度） 

⑭給与制度の総合的見直しに伴い給料表水準の２．０％引き下げ等を実施（Ｈ２８年度） 
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[３]その他 （民間委託の推進、事務・事業の見直し、職員数の推移等） 

民間委託については、これまでも家庭ごみ収集業務をはじめ、学校給食調理業務、埋立処分場業務等の民間委託に、順次取り組んできま

した。また、事務・事業の見直しについても、ＰＤＣＡ（※）のマネジメントサイクルに基づき、廃止、再編、統合、民営化等の見直しを

行ってきたところです。（例：二輪車管理業務の廃止、市営バス事業の民間移譲等） 

 今後も、第５次行財政改革計画において、「将来にわたり持続可能な市政運営の実現」を目指し、その一環として、行政責任の確保や良

質なサービスの提供を前提に、アウトソーシングにも取り組むこととしています。 

 

なお、職員数につきましては下表のとおりの削減を行ってきており、今後の市の直営事業のあり方について、引き続き検討を進めてまい

りたいと考えております。 

 

＜職員数の推移＞ 

（各年４月１日時点、単位：人） 

年度 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 増減数（H17比） 

業務職員数 1,026 998 954 901 796 785 727 659 650 609 587 548 △478 

 

※ ＰＤＣＡ：Plan→Do→Check→Actionの頭文字を取ったもの。計画(Plan)を実施（Do）し、評価（Check）して改善（Action）を繰り

返しながら継続的に計画の改善を図っていくプロセスのことです。 


